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マチレ・ット 2026年度

あなたとマイホームのための

エンディングノート
あなたらしい“これから”と、長年過ごした

大切な「マイホーム」の“これから”を考えましょう！
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｀ げ相続したばかりでどうしたらよいかわからない…

せ どこに相談したらよいかわからない… 相談無料
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分野を問わず

¥’’ 責任を何でも秘密厳守
持って対応相談OK

近隣に知られたくない 税理士、司法書士など、 代表が、最後まで責任を
場合でもご安心ください。 各分野の専門家と連携。

人
持って対応いたします。

秘密厳守をお約束させて ／．、 幅広い内容の相談に 担当者が異動でいなくなる
／ 

＼ 
ヽ＼

＼ 
いただきます。 -•ノ ＼ ヽ 対応いたします。 ことがありません。

ますはお気軽にお問い合わせください

お問い合わせはこちらから► TEL079-431-5531

&C Iス7ート株式会社二り：ここ門二゚ 0:ppIE玉至＼饗
〒675-0054兵庫県加古川市米田町平津243番地1塁猛翌悶盟訂宮茫＃；：ば霜温法人不動産保証協会 回゚・ •A 



自分が亡くなったあとはどうなる？

まず、思い浮かぶのは、葬儀、お墓、保険や預貯金の解約などではないでしょうか。

忘れられがちかもしれませんが、実は「不動産」をどうするのかが、とても重要なのです。

不動産は、所有者が亡くなられたら相続財産となり、配偶者や子どもたちに

承継されることになります。

不動産の中でも特に家屋は、適切に管理をしなければ周辺の住環境に悪影響をおよぼす

おそれもありますので、将来のトラブルのもととなることのないよう、解体、売却、管理を

継続するなど、どうするかを考えて、家族や親族に伝えておく必要があります。

準備をしておかないと、「こんなはずでは！」と困った問題が起きてしまいます。
．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．、

「ゆくゆくは、実家を継ごう」と思っていたのに、相続問題が起きて、

何年も空き家になってしまった。

「家を売ったお金で、有料老人ホームに入ろう」と思っていたのに、判断力の低下で

家の処分ができなくなり、空き家になってしまった。

「リタイヤしたら姫路の実家に戻ろう」と思って空き家にしていたら、

動物が入りこんで、汚されてしまった。

空き家を察知され、放火の被害に遭った。

台風で空き家の屋根が飛んで、通行人にケガをさせてしまった。 など

第4章からは、あなたのためのエンディングノートも付いています。

思い立った時に、少しづつ書き込むことで、マイホームの“これから”を具体的に

イメージしてみませんか？
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※当冊子には、法的効力はありません。法的効力を求める場合は、遠言書の作成が必要となります。
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※当冊子の苔作権を侵害する行為(SNSやHPへの無断転載、デザインや文言の流用、複製物の商用利用等）は法律で禁じられています
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ョ 空き家を放置すると
［ 老朽危険空き家になるまでのプロセス : 

匡の発生原因
●一人暮らしをしていた方が亡くなった（子供なし）

●一人暮らしをしていた親が亡くなり、別居の子供が相続

●一人苔らしをしていた高齢の親が施設にはいることに

●親が高齢となり、別居の子供と同居することに

●一軒家の維持管理が大変になり、マンションに引越し

●家が手狭になったけと＼建替ができないため引越し

●転勤となり家族で引っ越すことに など

匡 の状態では、

固定資産税の特例

適用外

の可能性があります。
住宅用地の特例措置とは、住宅用地のうち一定のも

のについて、固定資産税が最大1/6まで減額されるも

ので、平成26年度までは、全ての住宅に適用されてい

ましたが、平成27年度税制改正の大綱において、適切

な管理が行われていない空き家の敷地に対して、住宅

用地の特例措四は適用されないことになりました。

また今後は、特定空家等と同様に、管理不全空家等

（放置すれば特定空家等になるおそれがある空き家）

む指導・勧告・固定資産税の住宅用地特例解除の対

象になります。

つまり、空き家を放置しておくと、固定資産税が高くな

る可能性があります。

匡を放置する発生原因

●相続の知識不足、困難（未相続、権利関係の複雑化）

●家財の撤去が困難（仏壇等）

●買い手と売り手が結びつかない

●売却・貸出への抵抗感

●建替等への法的な制限・立地条件

●税の住宅用地特例が外れる

●管理意識の低さなど

匡 を
放っておくと、
かえって

お金⑨がかかる？
空き家を放置すると、お金がかかる場合があります。

人が住んでいない、メンテナンスを行っていない

住宅は、傷みが早く、傷みが進行した住宅の場合、

いざ、空き家を活用しようと思い立っても、改修や

修繕、雑草の除去、害虫駆除等で多額の費用が

かかってしまい、資金繰りに苦労したり、諦めなけれ

ばならない事があります。 る）

＾^ 
00 ` ̀ 
ー・ ｀

[「特定空家」「管理不全空家」となる前に、適切に管理・活用しましょう！：



ヮ 空き家化の予防 一

（ 空き家化の予防（空き家になる前にできること） ］ 
■所有者の場合
●不動産登記

相続登記がされておらま前所有者の名義のままになっていることが多々あります。ます、現在の登記が

現所有者となっているかを確認しましょう。

五悶：日＼三言笠竺巴；れたしま竺口悶孟、： ［璽
●遺言書（相続）

法務局「相続登記J

について

遺言書に書かれた内容は法定相続より優先されるので、きちんと遺言書を残し、誰にお持ちの住まいを

引き継いでもらいたいか明確にしておきましょう。ただ遺言書には守らなければならないルールや必要

な手続きがあるので司法書士等の専門家に相談しましょう。

また、自身で作成した遺言書を法務局で保管する「自筆証書遺言書保管制度」があります。 回稔名討回

遺言書を書くのが難しい場合は、法的な拘束力はありませんが、自らの意思を残して り畠臀苫扇
おくエンディングノートを作成するのも一つの方法です。 箇応g筐

法務省

「自筆証•口言●保管制度」
Lついて

雰 空き家になってしまったら

■空き家の管理
所有者または所有者に代わる管理者が定期的に建物の状況を確認し、お手入れを実施しましょう。大雨

や台風、地震の後の点検も行いましょう。

雨漏りなどを発見した場合は早期の修繕が必要です。放置していると、構造部材などが腐食するなど

急激に劣化するおそれがあります。

チェック項目～空き家を適切に管理されていますか？～

口屋根………••屋根材のズレ、割れ等 □雨樋・・水漏れ、割れ、剥がれ等
口軒裏………••軒天材の剥がれ等 □窓……割れ、ヒビ、開閉不具合等
ロベランダ…・床材の腐朽、手すりのサビ、くらつき等

口外壁………・・外壁材の穴、剥がれ、浮き等

口基礎・土台・・ヒビ、割れ、腐朽等

口家まわり…草木の繁茂、衛生害虫の発生等

口家の中……・雨漏り、床の傾き、カビの大量発生等

参考：平成30年11月発行大磯町マイホームとあなたのためのプランニングノート
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よくある質問

Q．空き家を相続したのですが、住む予定がありません。

どうしたらいいでしょうか？

三`三三：言；と巴□言三三三髯鬱
がない場合は、賃貸や売却等も検討されてはいかがでしょうか。 姫路市 空き家のIll渡所得

空家バンクに 3000万特別控除に

ついて ついて

Q．近所に空き家があるのですが、市で解体してもらえますか？

A．私有財産は所有者に管理する責任があります。市で解体は行っていません。

Q．解体費用はいくらぐらいかかりますか？

A．一般的に、木造2階建てlOOrriの住宅で少なくとも150万円程度は必要といわれて
います。ただし、著しく老朽化している場合や重機や大型トラック等が使用できない

場合など敷地や道路等の状況によっては、喪用が高くなることがあります。

Q．業者を紹介してもらえませんか？

A．姫路市では紹介、斡旋、仲介等は行っていません。
「ひょうこ空き家対策フオーラム」(ft078-325-1 021)をこ活用ください。

寵
姫路市解体

補助金制度について

ひょうこ空き家対策

フォーラムのHPはこちら

一姫路市役所住宅課〒670-850l姫路市安田四丁目1番地本庁舎5階 ． 合 079-22l -2642 

FAX:079-221-2639 

一◆ひょうこ空き家対策フォーラム
不動産流通及び専門土業団体で構成されており、空き家の総合相談窓口を無料で

行っているほか、各団体に所属する事業者等の紹介を行っています。

◆機関
ff078-325-1 021 

● 防火……………………•姫路市消防局予防課 ・ ・・・

● アライグマ等………•姫路市北部農林事務所 鳥獣対策担当

● 害虫（蜂等）…………•姫路市保健所衛生課 ・

● 防犯・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・..各警察署 ........................................ . 

合 079-223-9532

• ff079-336-44 12 

n079-289-1633 

．．．．．．．．．（姫路）ff079-222-0110 

（飾磨）ff079-235-0ll 0 

（網干）ff079-274-011 0 

● 登記……………………• 神戸地方法務局姫路支局 合079-225-1915（予約制）

● 相続・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・..兵磨県行政書土会 ，，．．．．．．,........,.......,.、......,.、．．．．．．，．い 合078-371疇6361

● 登記、相続……………兵庫喋弁護土会姫路支部・．．．．．．．．． ff079-282-8458 

兵磨票司法書土会総合相談センター ff 078-34 1 -2755 

゜



匝

「家じまいをどうするか？一緒に考える誰かが

いてくれる。」それだけで、少し楽になります。

家のこと、あなたひとりで抱えなくて大丈夫です。

壊すか？残すか？売るか？活かすか？

その迷いに、話し相手がいるだけで、心が少し軽くなることがあります。

私たちは、不動産屋、法律家、税理士、エ務店、解体業者、そして片付けや処分の

専門業者までつながるネッ トワークを持つ、住まいの終活を応援するチームです。

家族には言えない気持ちも、誰にも相談できなかったことも、

どうか私たちに話してみてください。

「実家じまい」や「空き家対策」の専門家として、そして一人の“聞き手＂として、

寄り添い、あなたの家族の最良の選択肢を提案します。

前進にはきっかけが、決断には誰かの言葉の後押しが必要です。

もし、あなたが誰かに話すことで、「これからのことを整理してみたい。」 と思われ

たら、今すぐ個別相談の申し込みをしてください。

,1主まいの終活アドバイザ_,.住まいの終活サポータ―̀ 9住まいの終活アドバイ
松下 岩木 早

宅地建物取引士 宅地建物取引士 ー級建築士

不動産のことはもち 不動産管理、不動産 30年以上の不動産 創業 50年のエ務店

関 t広く口△ こロニこ、 ビ ‘な提案をし1まし 盗盆嘉毘心
ろん、介護や相続準 取引について色々お 取引経験を生かして 経営者。専門家のネッ

私たちが、お手伝いできること。得意なこと。

①不動産調査 ・査定 ②不動産売買・仲介 ③建物調査 ④解体調査・見積 ⑤耐震診断・耐震補強工事 ⑥実家リノ

ベーション工事 ⑦実家リフォーム工事 ⑧介護・バリアフリー工事 ⑨建替工事・新築工事 ⑩相続相談・家族会議

ファシリテーター ⑪造言書作成支援 ⑫家族信託 ⑪弁護士・司法書士 ・税理士の紹介 ⑭片付け処分・遺品整理

⑮仏壇じまい ・墓じまい

住まいの終活相談カウンター兵庫

R麟 0号

宅建業許可：兵庫県知事（13)第450028号

今すぐ、無料個別相談。

電話での申し込みはこちら▼

079-260-8878 窃ぷ詮芸►
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ZE! 人生会議

「人生会議」という言葉を聞いたことがありますか？

「人生会議」とは、もしもの時のために、本人が家族や信頼できる人たち、医療や介護の

専門職と一緒に人生の最終段階における医療・ケアおよび自分らしい生き方について

繰り返し話し合うという取り組みのことをいいます。

●人生会議の手順（例） ’`1 、 ／ よ品ぶ§ 一ヽあなたにとって について知ろう

大切にしたいこと

を考えよう

好きなこと嫌いなこと、

人生の目標や大切にし

ていることなど

屯□；を
言：雲:~;c'き ここ

あヽなたの

病名や病状、

予測される今後の

経過など

希望や思いについて

話し合おう

、 期の時を
どこで過ごしたい

か考えよう

家族や信頼できる人、

医療従事者やケアする

人達と話しましょう

｀ 

自宅、施設、病院など

さまざまな選択肢が

あります

望む医療、

望まない医療

について考えよう

もしもの時にどんな

医療を受けたいか、

延命治療の希望など

咤 たの希望をし

あなたの代わりに

伝えてくれる人を

考えよう

あなたの希望を理解し、

尊重できる人は

誰でしょうか

最期まで自分らしく暮らすために、知っておきたいこと、考えてほしいことがあります。

あなた自身が自分らしく暮らしていくために、ご家族やあなたの大切な人、信頼している人、

あるいは医療・介護関係者と話し合い、あなたの思いの共有をはじめてみませんか？



□f 終活支援事業
～人生の結びへのマイプランニング～

人生の終焉において、自身の意見が尊重され、最期まで安心して、いきいきとした生活

を送ることができるよう、自身の意思を市に登録する終活情報登録や、葬儀や納骨の相

談先を案内するエンディングサポートを行います。

相談は、予約制です。相談を希望される際は、予め電話予約をお願いします。

ご自身が希望する情報を市に登録することができます。

万が一の場合に、希望する相手や医療機関等へ登録情報を提供します。

（対象者

姫路市民（年齢・所得等の制限はありません。）

登録内容

・緊急連絡先

•かかりつけ医

・延命措置に関すること

•生前契約した葬祭事業者

・エンディングノートの保管先 など
,,................................................... 

ご自身が希望される内容を登録して
いただけます。

葬儀や納骨の相談先をご案内します。身寄りのない方や

邑

凡

高齢夫婦など、ご自身の葬儀等に不安のある方は一度ご相談ください。

＾ 
対象者 二
所得等の制限があります。

• ` 

一姫路市役所高齢者支援課 〒670-8501姫路市安田四丁目1番地本庁舎2階
ff079-221-2306/FAX:079-221-2444 

゜



口杢！ わたしのこと

記入日 年 月 日

フリガナ

I 
生年月日

----------------------
名 月9リ9 大正

昭和 年 月 日
平成

住所 T 

都・道

府・県

区
．
 

市

郡

本籍

電話番号 合（

携帯電話番号 i ( 

メールアドレス

ヽ`

l

＿
‘
,
l

パソコン ＠
 

携帯電話 ＠
 

※書き足りないこと等を自由にお書きください。

゜



［おもいで•あしあと I 記入日 年月日

誕生時 ※例：名前の由来等 幼少期

青春時代 その他の時代

学歴 職歴

これまで住んだ家・場所 大切な思い出

゜



［今のわたし I 記入日 年月日

趣昧•特技 好きな食べ物

好きな花
9ト

好きな音楽

好きな本・映画 宝物・コレクション

これからやりたいこと・行きたい場所・会いたい人

゜



［健康状態 I 記入日 年月日

●かかりつけの病院 ※主治医にチェックビ］を入れてください。

病院名・科

口
電話番号合（ ） 

医師名

病名

病院名・科

口
電話番号合（ ） 

医師名

病名

病院名・科

口
電話番号合（ ） 

医師名

病名

※書き足りないこと等を自由にお書きください。

＾ 
.., 

R 
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ワ もしもの時は 駈饂

記入日 年月日

●告知について ※チェック回 を入れてください。

□病名・余命を告知してほしい E]病名のみ告知してほしい
□家族等にまかせる □その他
●延命治療について ※チェック回 を入れてください。

□可能な限り延命治療を受けたい
□苦痛を少なくすることを重視する

□回復の見込みがなければ
延命治療を希望しない

□その他
●終末期医療について ※チェックElを入れてください。

□自宅で過ごしたい
□ホスピスで過ごしたい

□病院で看護を受けたい
□その他

●臓器提供・献体について ※チェック回 を入れてください。

□臓器提供意思表示カードを □臓器提供・献体を希望しない
持っている

□献体の登録をしている ［登録先：
□その他
●私が判断できない時は

私の治療方針については、

□前： 続柄： 連絡先：

の意見を尊重して決めてください。

口



記入日

●介護をお願いしたい人 ※チェック回 を入れてください。

□配偶者 ［名前：
□子ども ［名前：
□その他 □匂前：

●介護してほしい場所 ※チェック回 を入れてください。

□なるべく自宅を希望する
□ 病院・施設 ［名称・場所等：
〇 お任せする

●介護の費用 ※チェック回 を入れてください。

□私の預金や年金等でまかなってほしい
□用意してある ［保管場所等：
□その他

一

年 月 日

関係：

姫路市役所介護保険課 〒670-8501姫路市安田四丁目1番地本庁舎2階

●要介護・要支援認定……．．．．．．．．合079-221-2447 
●介護保険サービスの利用…••ff079-221-2449 

認知症等で判断能力がないとみなされると、福祉サービス

の利用や行政手続きの他、預貯金の引き出しや不動産の

売却等の、資産管理や活用ができなくなってしまいます。

家族も資産を動かすことができないので、「いざというと

きは家族に任せよう」と考えて何も対策をしないでいると、

思わぬトラブルにつながることがあります。
＾ 
.、

次のページで、もしもの時に備えて資産の活用方法を定めておきましょう。吟

R 



記入日 年 月 日

●財産管理などをお願いしたい人 ※チェック回 を入れてください。

□配偶者 し名前：
□子ども ［名前：
□その他 ［名前： 関係：

J

J
7
 ●財産管理をお願いする場合に利用したい制度 ※チェック回 を入れてください。

□法定後見制度(※1)
□財産管理委任契約
E]民事信託(※3)

□任意後見制度（※1)
□日常生活自立支援事業（※2)
□特にない

※1成年後見制度（法定後見制度・任意後見制度）について

判断能力の不十分な方々を保護し、支援するのが成年後見制度です。

＊法定後見制度•••本人の判断能力が不十分になった後に、家庭裁判所によって選任された成年

後見人等が本人を法律的に支援する制度

＊任意後見制度•••本人が十分な判断能力を有する時に、あらかじめ、任意後見人となる方や

将来その方に委任する事務（本人の生活、療養看護及び財産管理に関する

事務）の内容を定めておき、本人の判断能力が不十分になった後に、任意

後見人がこれらの事務を本人に代わって行う制度

（法務省ホームページ「成年後見制度・成年後見登記制度」より抜粋）

※2日常生活自立支援事業について

日常生活自立支援事業とは、認知症高齢者、知的障害者、精神障害者等のうち

判断能力が不十分な方が地域において自立した生活が送れるよう、利用者との

契約に基づき、福祉サービスの利用援助等を行うものです。

（厚生労働省ホームページ「日常生活自立支援事業」より抜粋）

※3民事信託について

営利を目的とせず、資産の管理を家族や親族等の信頼できる人に託す制度です。

弁護士や司法書士、行政書士等の専門家へご相談ください。

一〒670-0955 姫路市安田三丁目1番地 姫路市総合福祉会館2階
成年後見制度 姫路市成年後見

について
支援センター

云079-262-9000

日常生活自立支援 姫路市社会福祉協議会

事業について 総合相談支援課
ff 079-280-2224 

R 
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昭和 45年創業、地域密着のサービスを提供します

そうぞくの相談窓口
（ 税理士法人佐藤会計事務所 ］ 

当事務所では、相続に関して、

相談・手続き・申告、そしてアフターサポートまで、

すべてを経験豊富な相続専門の税理士が対応しています。

お困りのことがこざいましたら、

お気軽にこ相談ください。

代表税理士 豊！田智美【近畿税理士会所属】

l : 2 
¥、

3 

相続専門の 寄り添いと真心を 土曜日のこ相談も ／こ存知で
税理士がいます 大切にしています 可能です

※事前予約制
「現状を知る」ことが相続対策

4 
，． 
5 6 ＼ 

の第一歩です。

財産だけでなくお客様の
各種専門家と 女性の税理士が 申告書は、 ＼ 

「思い」をつなけるお手伝いを
連携しています 在籍しています 永久保存いたします

させていただきます。

税理士法人

佐藤会計事務所 1 ► 初回こ相談は無料です。 ◄
Sato Tax and Accounting Firm 

Tel.078-251-6721宣
住所► 〒651-0084 兵歴県神戸市中央区磯辺通

神戸事務所 2-2-10ワンノットトレーズピル 8F
住所► 〒675- 1378 兵庫県小野市王子IIIJ

小野事務所 800-1小野商工会館lF
電話► 078-251-672l 霞話► 0794-63-3548
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日 エンディング

記入日 年

●葬儀の場所・規模 ※チェック回 を入れてください。

□お任せする ［コ 希望がある

： 称・場所・規模（出席者）等：

□その他
●喪主について

任せたい人

●葬儀の形式

宗教・宗派

●香典 ※チェック回 を入れてください。 ●供花 ※チェック回 を入れてください。

□いただく □辞退する □いただく ［コ 辞退する

●退影 ※チェック巳lを入れてください。

〇 ぉ任せする □用意してある
［保管場所：

●葬儀の費用 ※チェック回 を入れてください。

□私の預金や年金等でまかなってほしい(※) E]用意してある
ロ 呆管場所等：

□その他

※預金凍結中は引出しができませんが、一定の範囲内であれば、相続人単独で

預貯金の払い戻しを受けることができます。



［供養について I 記入日 年月日

●供養の方法 ※チェック回 を入れてください。

□一般墓地 □永代供養 C]納骨堂 □樹木葬
□希望なし
［名称・場所等：

□その他

●供養にかかる費用 ※チェック回 を入れてください。

□私の預金や年金等でまかなってほしい（※）
□用意してある□五場所等：
□その他
※預金凍結中は引出しができませんが、一定の範囲内であれば、相続人単独で

預貯金の払い戻しを受けることができます。

［遺言書について I 記入日 年月日

●遺言書の有無 ※チェック巨lを入れてください。

□作成していない E]作成している ［保管場所：
,.―-----------------JÎ、""---------------------------------,
作成している場合は、以下種別のいずれかにチェック回

□自筆証書遺言 L作成日： 年 月 日」

□公正証書遺言 ： 成日： 年 月 ］ 
□その他 ［ ロ乍成日： 年 月 巳

※公正証書遺言以外の遺言書は、家庭裁判所で検認手続きをとってください。

封がされている場合は家庭裁判所で開封してもらいましょう。

ただし、自筆証書遺言書保管制度（令和2年7月10日～）により、法務局に保管

してある自筆証書遺言は、検認手続きの必要はありません。

※詳しくは、3ページの第2章空き家化の予防（遺言書）をご確認ください。

R 



記入日 年 月 日

名前（フリガナ） 関係 住所・電話番号 備考

（ ） 7〒

ft( ） 

I 
（ ） T 

ff( ) 

（ ) | |〒

ff( ） 

（ )]- T 

ft ( ） 

［渡したいもの I 記入日 年月日

＊何を ［品名：

＊保管場所
（ 

＊誰に 関係：

＊連絡先

＊何を ［品名：

＊保管場所 l 

＊誰に □前： 関係：

＊連絡先
， 
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IHllllMIEJll SOUZOIKU。
税理士法人松岡・野田コンサルティング • H i me j i Office-

Himeji Office MAP 

姫路オフィス 兵庫県姫路市阿保乙16番地

TEL I 079-287-0160 FAX1079-244-1375 JRJI!矩路駅より200m

岡山オフィス 岡山市北区伊福町1-17-3 TEL I 086-250-7107 FAX I 086-250-7108 



立 大切な人たち

記入日 年 月 日

父
方
祖
父
ー

父
方
祖
母

母
方
祖
父

母
方
祖
母

※わかる範囲で書いてみましょう。

※自分の出生から現在までの

戸籍を用意しておくと良いでしょう。

《父方のおじ•おば》 《母方のおじ•おば》

L 
父 母 義父 義母

lJ ~ く義理の:兄弟》 .ーr1」ヽ《わたしの兄弟》

［ I j 
自分

配偶者l ノ
《おい・めい》 《おい・めい》

□口 □口《子と子の配偶者》
~ 

］］ 
孫孫孫 孫孫孫

uuuuu 
孫 孫

uu 
孫 孫 孫

u 
孫

u 
※ペットの引き取りをお願いしたい場合は、事前に相手に依頼しておきましょう。飼育費用を信託する、

ペットのこと ペットのための信託もあります。司法書士や弁護士など、専門家に相談してみると良いでしょう。

名前□
生年月日 ［

□ペットの種類 犬・猫・その他 ［ロ
］性別 ［ J:ば芦鷹 し

-_-
7
 

私にもしものことがあったら ※例：00さんに引き取ってもらいたい等

R 



記入日 年月日

さんヘメッセージ （続柄／ ｀
ー
、

さんヘメッセージ （続柄／ 、し‘

記入日 年月日

さんヘメッセージ （関係／ し`‘

さんヘメッセージ （関係／ ｀
ー
、
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第10章 財産について
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記入日 年月日

不 所在地 名義人 持ち分 備考
動
産

預 金融機関名 支店 金額 備考
貯
金

そ 名称 内容 保管場所等 備考
の
他
の
資
産

口借 借入先 金額 返済方法 備考
l入
ン金． 

＂ 険険 保険会社 種類・内容 受取人 備考

． 
目
公 基礎年金番号 種類 受給金額 備考
的

： 
企個 名称 番号・記号等 備考

H ． 
R 



血 おくやみガイド

（お亡くなりになられた後の手統きについて（市役所内での手続き） ］ 
死亡届は、死亡の事実を知った日から7日以内に、死亡地、死亡者の本籍地または届

出人の所在地のいずれかの市区町村の担当窓口へ届出をしてくださいo死亡届の提

出は葬祭業者が代行することが多いため、依頼される葬祭業者にご確認ください。

ご遺族は、死亡届の手続きをされた後も、様々な手続きを行う必要があります。

▼手続きの一例をご案内します。

〔葬祭費の支給申請について 、ー
国民健康保険または後期高齢者医療保険に加入

されていた場合は、申請により葬祭を行った人に

支給されます。請求の時効は葬祭執行日の翌日か

ら2年です。

口；贋：甕忍嘉回I“•-…:,..,.. .,:”...:• : •• 
栞拮：氏：岱：ば華珀覗

~fi：：巧：！：9：i;.:t!:i;[ii!!::i::]
ざ•••••:. :":.•.:":.;;.;,.: ; ;.:~•;:証：：：；．： ；兵•:i哨：•；;

回．；ぼ登緊：ff屹閤

国民健康保険

旦襄望忍忌回っ.•;:;:・つーr..r.. ↓. :.1 
心屯ざi•エて井；.;.,:

喜忍乾氾餐闊襄
；．．：こ：；毎こ益手：•平：i：•:;

回．斜粥謬；；：！社

後期高齢者

医療保険

〔年金加入者・年金受給者の手続きについて

年金加入者や年金受給者の方がお亡くなりになると、ご遺族の方

は、年金の手続きが必要な場合があります。死亡された方の年金加

入状況や受給中の年金の種類によって、手続きや必要な書類が異

なりますので、それぞれの加入先でご確認ください。

）
 

．．．．．．．．．．． 

2
.

t
4

g.
3

・ま・・
r

．．．
 

，
 ．．
 
，
 ．．．．．． 

,
 .... 
~
 

.... 

日本年金機構

（世帯主の変更について 、ー
世帯主の方がお亡くなりになられた場合、世帯主変更の手続きが必

要な場合があります。亡くなられた方が、1人世帯の場合や2人世帯

でその世帯に残った方が1人しかいない場合は、手続きは不要です。

なお、3人以上の世帯の場合は、市役所が死亡届の届出人や世帯構

成から、一旦世帯主を変更します。他の世帯員に世帯主を変更される

場合は、世帯主変更の届出が必要です。 ャ
•I 

., ., 一

゜



〔市役所等発行の各種証書類について ）
 介護保険被保険者証、障害者手帳、福祉医療費受給者証、印鑑登録証、年金証書や

その他市役所から交付された証書類は返還していただきます。生前から整理してお

くことで、ご遺族の負担が軽減されるかと思います。

（固定資産税について
、
＼
ー
ノ

賦課期日(1月1日）までに相続登記（登録）

が完了されていないときは、相続人が納付

義務者となります。この場合、相続人の中か

ら代表して納税される方を決めていただき、

資産税課に届出が必要です。

（住民税について

／
 
l
グc
 

C

)
 

回認＇：襄翠：迂回..•~..... " ••”L..3,..,.,..... .., ．．い＊ ●,.,.•ぶ．，．•：研9 9.9.9 

；：翠呼甜：述．；履；悶；：ャ年・；・話；’i.;i・岬・;
rrーてi．区：柑：写帯：：

回翠翌星；也1
固定資産税に
関する申告、申請

）
 住民税は毎年1月1日（賦課期日）現在、姫路市に住んでいる人に

対して前年中(1月1日から12月31日）の所得に基づき課税され

ます。1月2日以降にお亡くなりになられた方に対しても前年中

の住民税が課税され、相続される人が納税義務を引き継ぐこと

になります。

回
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亡くなられた人の
住民税について

その他の手続きについて、姫路市に住民登録されていた場合は、市

役所内での手続きに関する案内として おくやみハンドブック があ

ります。Iおくやみハンドブック』では手続きの担当課や必要な持ち
物を掲載していますので、手続きの際にご活用ください。また、 『おく

やみハンドブック』は姫路市のホームページに掲載しています。

回捻岱髪忌回：・・：年：9：：’•'; :•こ・丸

::•:,!:i;,:;j:::i:':．：；恒．華酋．！
殷迫思迅f約：ぷ
祀；含：f閲笥；1・.:.: :1:•... ::, や廿．．．
回］惹号苔蜆叶

おくやみ

ハンドブック

曰 姫路市役所 住民窓ロセンター 届出・戸籍担当

〒670-8501姫路市安田四丁目1番地本庁舎1階 合 079-221-2365

［その他の手続きについて（市役所以外での手続き） ： 
お亡くなりになられた方が生前に契約されていた電気、ガス、水道などの公共料金の

解約や名義変更、スマートフォン・インターネット・クレジットカード等の解約、運転免

許証やパスポート等の返納の手続きもあります。生前から整理しておくことでご遺

族の負担が軽減されるかと思います。

゜



（法定相続情報証明制度 J 
相続手続きをスムーズにするための制度「法定相続情報証明制度」があります。

相続手続きをするにあたっては、亡くなられた方の相続関係書類として、戸籍謄本の

提出が必要になり、被相続人と相続人全員分の戸籍を準備する必要があります。

相続登記や預金の払い戻し等、相続手続きが複数ある場合には、便利な 法定相続

情報証明制度 があります。

この法定相続情報証明制度は、相続人から相続関係を一覧に表した図（法定相

続情報一覧図）とともに、戸籍・除籍謄本などを登記所に提出すると、登記官が確

認した上で、その一覧図に認証分を付した写しを無料で交付してもらうことがで

き、相続手続きをスムーズに行うことができます。

まに登記申請書の添付情報欄に法定相続情報番号を記載された場合、法定相続情

報一覧図の写し（証書の原本）の添付を省略できるようになりまし左o（不動産登記以

外の手続きでは、法定相続情報番号はお使いいただけません。）

▼詳しくは、法務局のホームページでご確認ください。

※相続手続きで必要となる書類は、各機関で異なりますので、必要な書類は各機関にご確認ください。

法務局
「法定相続情報証明制度」
について

,.:':?'白五’:
..... ,：．：•,丘 9.19: 

~: ．． 
て

fi, 

法務局
「法定相続情報証明制度」の
具体的な手続きについて

回悩索杓iiEl

：り星羞霧喜嘉ii
：．箋：考認蚤賢；：
証：恐翌誤m：駁・・
回窒嬌翌克悶

［相続登記手続案内について J 
法務局では、完全予約制による相続登記手続案内があります。

不動産に関する相続手続きをご自身でされる場合、登記の申請書と法定相続証明

制度の様式・作成方法は法務局ホームページからダウンロードできますので、ご覧

になった上で、ご不明な点がありましたら、電話又は窓口で「相続登記手続案内」の

予約をお申込みください。

申請書等の

作成がむずかしい、

時間がない等の方は、

司法書士等の専門家に

ご相談ください！

＾
 
ヽ

詳しくは法務局の

ホームページでご確認ください。

回書啓緊昂回......”..,..... m ぷ”・：二．;.:.・.;-;.,•!"' 

逍窟吝；届幸濯・::
．．ば•••ぃ 9.,...こェー•••,..,..,.

駐：i惑森感i：恕；::t.....,.] ・ i 
回呈雌醗I.:;!

神戸地方法務局
登記手続案内

゜
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施設へのお引越しから、家一軒丸ごとのお片付けまで
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こんなggoは
ありませんか？

面倒な手絞きもおまかせください

■相続した家をそのままにしている
■空き家・空き地の維持や管理が大変
■売却したいけれど、手続きや費用が心配

一m. 0120-s34-9S6 
員 株式会社 ・

1467下n.:In住雫

~ .. ~~.,.. =-. ~ 

必:.::名:ノJ艮i
0 = 

宅地建物取引栗許可／兵瞑嶼知事(9)第450577号
建設染許可／（特•6)第456820号

■受付／9:00~18:00 ■定休日／水耀巴・木昭日 直•
姫路市辻井1丁目2番22号

十二所前線-----JR山陽本線

E
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っ・
将来、家族に負担をかけずに、資産をスムーズに

引き継げるようにしておきたい。

でも、手続きは難しそうだし、

誰か頼りになる人はいないだろうか？

―
-
l
l
x1

』
•や

e：
も

J

S

• 

地域の皆さまの 乞 地域の皆さまの想いを大切に、「円滑な相続と登記手続きのサポート」
「頼れる窓口」に を行っています。ぜひ一度お問い合わせください。

お問い合わせは

こちらから

I 
fl 079-240-6316 
E-ma i I inf o@s u ~ 

事前相談もお受けしています
お問合わせフォーム

1 姫路市役所から徒歩1分 1 

杉本英哉司法書士事務所
〒670-0955姫路市安田四丁目64番地
営業時間 9:00~18:00 定休日土日祝

ホームベージは
こちらから
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炉1)か人を
炉1)碕藷
ざゼていただ＇？iす。

サンライフさくらひめじは、

小規模施設ならではのアットホームな特徴を

最大限に活かした介護付有料老人ホーム。

居室や共有設備にも、介護設計の最先端と

設備を整えておリます。 一 ,

`

ク

Aタイプの場合

①197,212円

②247,212円
注：別途介護保険自己文担費用

米①は入居一時金方式、

② は敷金方式

法律基準（入居者数：職員数）

3:1に対し1.5:1の2倍の介護

人員を配匹し、きめ細やかに

対応。「住まい」を考えたフロ

アー毎の専任制。顔なじみの

スタッフが24時間、365日、生

活を支えます。

自立の方から要介護5の方まで

入居できます。提携の医療機

関と協力し、毎日の健康を

しつかりとサポート。最期まで

お世話させていただきます。

.t・
• `̀  ̂ ̀  

介；投付イi料と人ホーム

＊ 如／ライフさくらひめじ

TEL.079-291-6500 

顔なじみのスタッフによる介

護で安心 して暮らしていただ

けます。lF/14名・2F/17名・

3F/17名合計48名なので、き

め細かい気配りができます。

4
↓
 
，
 

〈さくらケアサーピス株式会社〉一般型特定施設入居者生活介謹

兵廊限指定第2874005834号

〒670-0992 姫路市福沢町115番地

〇詳しくはホームペー ジをご覧ください．

Iさくらひめじ IE• 

直営の厨房で、栄毀士が立てた

献立に沿って栄養管理の整っ

た食事をご提供しています。

東車綺
《工工》

u
_-
0

大
手
g
り

8

停

[

-

(

R

 

城

ス

路

↑

9

J

姫

ン

町

『
｀

｀

｀

ー
｀

プ
わ
↓リ

↑

室

ー
イ

ス

将

=

.
¥
 

↓

小

り

＿c
t
,

場

R

り
▼

船

”

0

5
 

1概要］●施験頷和 介護f1有料名人ホム（一般印9ゎ丁施註入居者牛活介；｀J●居住の柑利形態 利用檜万式●利用9]の支払い方式 要支援・変介護の万・選択ガ式、日立の万：月払い万式●入居＂の変 ‘午 入居,,：自立、要支撲、変介` ●介
渥保険の瑾泣 兵庫以指定介．量保験9寺注捻註，一般坐特定忘設） ●1.0:室区分 仝室偏室●介漬（こかかわる瓢H仏知 1 .5•1以上 ●土地・建物の権利形態 渚迄●介渥保険頂天所薔P, 2874005834●提携込採壇関 込租法人社団綱ll,会
厚生病院1〈診泊i4日）内94・眼U・整形外科・皮膚J4・心fa内れ（協力内容）る患発生9i・繋急89の対応9●入院診疫・外采診庫・年1回の健濠診断 医疫法人松駿会入江；；；；院（（診れわ目〉内U・外れ・胃脇！4・乳ねわ・整影外54•III門lJ・泌尿器科・＇｝
ハビリテーシコン科・叙酔H〈協力内容）急患允生時・繋急時の対応・入欧診穫·夕9来診疫）、井上内U医ぶ：〈診療U目）内94（協力内容）急患発生時·箕急時の対応・外来訟療） ・・・ 区頂費その他の費用は入，~·名の自己負担●介とI謳H体紅 週40玲で
換算で約19.5人、夜間 19S,l～翌7Bれまで介頃院員3名（各フロア1名）、』項葛ftO名 （・；•R7.9月夫9狂点、自立行の利用行は居りません ） ●月額利用n (Aタイプ） 1 入居ー9}金方式197,21 2円（内訳）•家貨30,000円•食費59.784fll（困房管J9費
27,384円（月、食材代1.080円1日）•管煙費36.428円（lじ9E営瑾邸門の人件費・裏務費、社f＆管巧日•共益費38,000円：水道光9ぶ費共用郎分，、述宮渇経日共用紐註のIll持浴·遅n•手＂い介遁費33.000円 9 散金方式247,212円（内訳）•
家貨80.000円•食費59,784円（厨房管Jfft27.384円1月、食材費 1 .080円／日）•管J9費36.428円（事務管J9部門の人件費・事務＂、絹頃管遅費！•共益費38.()()()円：水辺光9"費（共用部分）、 茫営枯経費、共用請詮の紐i！管l？費） •手厚い介漬費
33.000円`（Bタイプ）1入厄一時金方式202.212円 〈内訳）•涙IT35.000円•食tt59.784円（に房管理費27.384円1月、食9オl\' 1.080円IBl•怜遅費36.428円（事務管理部門の人件費・“1"9、俎f晨怜理貨！•共益ft38.000円（水道光9"’；共
用部分）．運営しt経費共用お設の釦環JI費）•手厚い介b"m.000円 9 敷金方式257.212円〈内訳〉•京臼90.000円•食費59,784円（厨冗晉遅費27.384円1月、食材費 1 ,080円/B. •晉瑾費36.428円（事桟営l虹部門の人件＂・事務費紺ぽ
怜理町•共益費38.000円（水道光熱＂（共用部分）、運営諸経費｀共用柊註のIllt寺怜l9貫，．手厚い介渇貫33.000円·：・手厚い介H費について、荘介1` 者等1.5人に対し．消409"r.1換箪で介』 ・る渇騎a1 人以上を配置して提供ずるサーヒスのう
，，，．介項保欧給付（利用名只担を含む：による収入でカハーでさない額に允当するものとして、合理的な恨拠に基づさます




